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教室名 地区名 曜　日 時　間 ところ

やすらぎ
介護予防教室

長岡
韮山 月・水・金 ９：３０～１２：００ やすらぎの家

直営大仁
介護予防教室

大仁 月

９：００～１１：３０

大仁保健センター

直営長岡
介護予防教室

長岡 水 長岡保健センター

直営韮山
介護予防教室

韮山 金 韮山保健センター

こ
の
ペ
ー
ジ
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関
す
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合
せ
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高
齢
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対象者はどんな人？

平成２１年３月３１日以降の退職者で、雇用保険の
「特定受給資格者」および「特定理由離職者」の人です。
「雇用保険受給資格者証」の「離職年月日理由」欄の

「理由コード（２ケタの数字）」が次の場合
特定資格受給者…11、12、21、22、31、32

（倒産や解雇など、事業主の都合により離職した人）
特定離職理由者…23、33、34

（雇用期間満了により離職した人）

申請について
平成２１年３月３１日以降、平成２２年４月３０日

までに離職した人は、平成２２年６月末日までに
「雇用保険受給資格者証」と印鑑をご持参のうえ、
市役所国保年金課（伊豆長岡庁舎）または韮山、大
仁各市民サービス課で申
請をしてください。
５月１日以降に離職し

た人は、国民健康保険に
加入の手続きの際に申請
をしてください。

事業所の倒産や解雇、雇用期間満了などの理由により失業（離職）した人が国民健康保
険に加入した場合、税制改正により平成２２年度の国民健康保険税が軽減されることにな
りました。この軽減の適用を受けるためには、申請が必要です。

国民健康保険税の計算対象となる給与所得を30／
100とします。なお、世帯に属するその他の被保険者
の所得は、通常の所得額を使用します。

平成２２年度（平成２２年４月１日以降）の国民健康保
険税から適用され、離職日の翌日の属する月から翌年
度末までとなります。
（例）・離職日が平成２１年３月３１日の場合

→平成２２年４月から平成２３年３月まで
・離職日が平成２２年３月３１日の場合
→平成２２年４月から平成２４年３月まで

・離職日が平成２２年６月１５日の場合
→平成２２年６月から平成２４年３月まで

教室名 地区名 曜　日 時　間 ところ 対　象

水晶苑体操教室 大仁 月～金
１０：００～１１：３０

水晶苑 一般
１３：００～１４：３０

やすらぎ体操教室 長岡 月～金 １３：００～１４：３０ やすらぎの家 一般

めおと湯体操教室 韮山 木 ９：３０～１１：００ めおと湯の館 一般

大仁保健センター体操教室

大仁

月 １３：３０～１５：００ 大仁保健センター 一般

田京体操クラブ 火 ９：３０～１１：００ 田京・老人憩の家 田京老人クラブ･一般

吉田体操クラブ 火 １３：００～１４：３０ 吉田観音堂 吉田老人クラブ・一般

立花体操クラブ 木 ９：３０～１１：００ 立花公民館 立花老人クラブ・一般

宗光寺体操クラブ 木 ９：３０～１１：００ 宗光寺公民館 宗光寺老人クラブ・一般

浮橋体操クラブ 金 ９：３０～１１：００ 浮橋公民館 浮橋老人クラブ・一般

鳥打体操クラブ

長岡

月 １３：３０～１５：００ 鳥打公民館 鳥打老人クラブ・一般

湯らっくす足湯教室 火 ９：００～１０：３０ 長岡区民館 長岡東・西老人クラブ・一般

千代田体操クラブ 火 １３：３０～１５：００ 千代田公民館 千代田老人クラブ・一般

仲之台体操クラブ 金 １３：３０～１５：００ 南江間公民館 仲之台老人クラブ･一般

立花台体操クラブ 月 ９：３０～１１：００ 立花台公民館 立花台老人クラブ･一般

土手和田体操クラブ

韮山

月 ９：３０～１１：００ 松並公民館 土手和田老人クラブ・一般

多田体操クラブ 月 １３：００～１４：３０ 多田公民館 多田老人クラブ・一般

山木体操クラブ 火 ９：３０～１１：００ 山木産業会館 山木老人クラブ・一般

寺家体操クラブ 水 １３：３０～１５：００ 寺家公民館 寺家老人クラブ・一般

共和体操クラブ 木 １３：３０～１５：００ 中区公民館 中・内中老人クラブ・一般

中條体操クラブ 木 １３：３０～１５：００ 中條公民館 中條老人クラブ・一般

四日町体操クラブ 金 ９：３０～１１：００ 四日町公民館 四日町老人クラブ･一般

問合せ　国保年金課　電話０５５‐９４８‐２９０５

軽減の内容は？

軽減の期間は？

伊豆の国市では、地球環境の保全につながる省
エネ取り組みのひとつとして、新エネルギーの利
用を促進するため、補助金を交付します。
補助対象者

市内に居住している、または居住する予定で、
市内の住宅に補助対象機器を設置しようとする人
（補助対象機器が設置されている新築の住宅を購
入する人を含む）。
＊市税を滞納している人は除く
補助率 いずれも１０分の１以内

内　　容 補助率（額）

住宅用太陽光発電
システム導入

システムのモジュールの出力１kw当たり3.5万
円を限度とし、総額１４万円を上限とする。

自然循環型太陽熱
温水器導入

１基当たり１万円を限度とする。

強制循環型太陽熱
利用システム導入

１基当たり２万円を限度とする。

潜熱回収給湯器導
入（エコジョーズ）

１基当たり２万円を限度とする。

高効率給湯器導入
（エコキュート）

１基当たり４万円を限度とする。

家庭用天然ガスコ
ジェネレーション導入

１基当たり４万円を限度とする。

家庭用燃料電池導入
（エネファーム）

１基当たり１７万円を限度とする。

＊今年度に限り、機器の２つ以上を同時に実施する場合または機器の導入と省
エネルギー改修を行なう場合について限度額が上乗せされます。省エネルギ
ー改修の限度額は２０分の１以内、１戸ごとに総額５万円を上限とします。

住宅用新エネルギー
機器等導入費補助金
地球のために私たちができること

問合せ　環境政策課

電話０５５‐９４９‐６８０４


